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船舶における騒音は, 陸上の職場にあまりみられないほど,

著しく高く, かつ連続した騒音である｡

近年, 船舶の騒音源である主機, 補助機関の高馬力化が見

られ, 特に小型の船舶では機関室のスペースを出来るだけ小さ

くし, 機関は小型化で大出力になっている｡ そのため中速ギヤー

ドディーゼル機関や高速多気筒機関の採用で騒音が大きくなっ

ている｡ 特に高出力を得るため, 過給度を上げるターボチャー

ジャーの騒音が極端に大きくなり, その船全体の騒音を高める

傾向を強めている｡ 近年船舶における騒音は, 乗組員の環境

改善と言う見地から取り上げられるようになっている１)｡

練習船長崎丸では環境改善の中でも特に作業環境の改善に

ついて乗組員の健康管理の立場から, 作業環境の細部にわた

り騒音による健康面, 特に騒音の影響による聴力変化を調査

した｡

騒音に関しては����年頃から, 本学の保健管理センターで

も健康管理の面からこれらの騒音により, 引き起こされる騒

音性難聴の検診が実施されている｡ それにより乗組員の間で

も船内騒音に対し防音保護具及び適正な騒音防止対策などの

指導教育を行い関心を高めている｡

この騒音問題は, 国際的には聴力保護のための騒音曝露の

評価方法の規格が発行され１), また国内においては日本産業

衛生学会において聴力保護のための騒音の許容基準が定めら

れている２)｡ これらは, 特に船内騒音に関するものではない

が, 生活環境や聴力保護の点からすれば船内騒音にも適用で

きるものである｡

これに呼応して船主及び造船界全般の重要課題として騒音

の目標値が示されている３)｡ これらは, あくまでも騒音対策

を考えていく場合の目標となる指針であり, 小型船のような

狭い甲板上での作業環境とは趣を異にしている｡

前報４)では船内の騒音を把握することを目的に主として日

常の生活の場である居住区の騒音について調査報告した｡ 今

回は騒音に晒される時間の最も長い, 全速航走中の作業環境

とトロール操業実習中の作業環境, また通常騒音に晒される

船内作業中の騒音に重点をおき測定調査を実施した｡

また甲板部乗組員の作業環境として, 船舶では船体銹落と

し作業は避けられず, 甲板作業のうち船体の銹落とし作業の

占める割合が大きい｡ このことから船体銹落とし工具による

騒音を測定し周波数分析した｡ その結果から聴力保護のため

の保護具を装着した時の保護具の効果を検証した｡ また機関

部についても同様に当直交代時や定期的な巡視時の騒音, お

よび当直中の作業時の騒音を調査し周波数分析した｡ 同様に

保護具を着用したときの保護具の効果を検証した｡
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これらの周波数分析した結果より聴力保護に関して, ���

規格の保護具の耳栓やイヤーマフ (耳覆い保護具) の防音効

果が日本産業衛生学会の騒音曝露許容基準以内にあるかを検

証した｡ また長年, 船舶を職場として騒音に暴露されている

乗組員の耳に健康障害は出ていないか調査した｡ 機関部の乗

組員に関しては, 機関部としての経験年数による年代別の聴

力損失から聴力線図 (オージオグラム) を作成し聴力損失の

実態を比較した結果, 若干の知見を得たので報告する｡

������

調査対象の長崎丸 (以下本船とする) は, ����年建造の練

習船で, 全体の一般配置図を�	
�１に示す｡

本船の大きさは総トン数��トン, 主機関は中速ギヤード

ディーゼルを搭載し, 最大出力���馬力である｡ 主機関の最

大回転数は���で減速機で�回転に減速しプロペラは可変ピッ

チプロペラを採用している｡ 発電機関は���馬力���回転の

高速機関３台である｡ 航海速力は����ノットで, 船内居住定

員は, 士官��名, 部員��名, 教官４名, 学生��名, 合計��名

である｡ 本船の居住環境は大別して, 機関室, �������学

生居住区, ２������居住区, ���������居住区, ����

����居住区および船橋である｡ 本船の常用航走中の船内の

騒音源は主に主機関と発電補助機関である｡ また常用航走中

の騒音源は, 主機関は３ ４負荷でプロペラ軸の毎分回転数

は�, プロペラ翼角��°, 発電機関は１台運転中のものであ

る｡ 本船がトロール操業実習中, 海洋観測実習中及び入出港

その他の用途で船首及び船尾のスラスターを必要とする時は,

電力負荷の需要に応じて発電機関は全機３台分の使用騒音源

と船首と船尾のスラスターによる騒音源が加わる｡ 甲板部関

係の騒音計測点は, 全速航走中, トロール操業実習中及び甲

板作業中の騒音箇所点を, 機関部に関しては主な巡視の見

回りのための騒音箇所��点を計測した｡

今回の測定には���!����規格による精密騒音計を使用し,

騒音レベル �� (") を測定した｡ 騒音計にはエレクトレッ

トコンデンサマイクロホンが使用されている｡ さらに騒音計

を介して１ １オクターブおよび１ ３オクターブ実時間分

析機能で動作させるプログラムを書き込んだフラッシュカー

ドを取り付けて各周波数の音圧レベル��の分析を行った｡

騒音の計測では集音マイクの位置は床上��#とし作業具

の騒音については作業者の耳もととした｡

また乗組員の聴力損失を調べる為に大学病院の耳鼻咽喉科

の防音室では�������規格適合のオージオメーターが使用

された｡ 検査では受話器"�－�により片側の耳から��～

����$%の各周波数で純音を発し, その最小可聴音を被検者

の聴力損失とした｡

計測機材の仕様の大略を次に示した｡

精密騒音計 (リオン株式会社製)

�&'( )*－�

測定周波数範囲 �～����$%

測定範囲レベル �～�����

周波数分析プログラムカード (リオン株式会社製)
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分析周波数バンド

１ １ オクターブバンドパスフィルター

��$%～８�$%

１ ３ オクターブバンドパスフィルター

����$%～����$%

オージオメーター (リオン株式会社製)
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純音聴力検査音周波数

��, ��, ���, ����, ���, ����, ����, ����, ����

($%)

周波数精度±２％

検査音レベル－��～�����

なお本報告では, 周波数補正回路のＡ特性で測定された騒

音計の騒音レベルはすべて�� (") と表記し, 周波数分析

した各周波数の音圧レベルは単に��と表記した｡
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船内作業現場の騒音レベルの全測定箇所を甲板部関係は

����２ (�), (�) に, 測定結果を全速航走中とトロール操

業実習中, 甲板作業の錆落とし工具を合わせて��	
�１に示

した｡ 甲板上での騒音源は ����２ (�) より両舷の煙突

(ファンネル) (�) からの騒音, トロールウインチ周囲の軸

流通風機 () ３台からの運転騒音, 最船尾 (�) のプロペラ

の回転によるプロペラ翼の周期的圧力変動で船体を加振させ

る振動騒音, 及びトロール操業実習中のトロールウインチな

ど甲板機械の運転騒音によるものがある｡ 煙突からの騒音は,

全速航走中とトロール操業中とでは異る｡ 全速航走中は主機

関の負荷が大きく, 煙突から排出される排気の騒音が�����

�� (�) と大きい｡ またこの騒音は終日続いている｡ しか

しトロール操業実習中は主機関の負荷は軽くなり騒音も����

�� (�) と若干騒音値も小さくなる｡ またトロール操業実

習中の揚網時と投網時には軸流通風機の騒音にトロールウイ

ンチの大きな騒音が加わる｡ またトロールウインチの両舷と

前部に配置してある３台の機関室用軸流通風機の一番高い騒

音値は吸込口で������ (�), 少し離れた横で������ (�)

の騒音である｡ この通風機は航走中, トロール操業実習中を

通して停止することがなく終日続く大きな騒音源である｡

人間の聴力障害に影響する騒音値は���� (�) 以上とい

われており５), これらの騒音は聴力障害に関与する騒音であ

る｡ この騒音の中, 甲板上での学生への指導は全員の学生に

会話が行き届かないことがある｡

甲板上の作業環境を改善するために軸流通風機について調

査した｡ 軸流通風機の低騒音軸流通風機の開発に関してメー

カーに騒音値を問い合わせたところ本船は���～����／���

と比較的小型なのでこれ以上は騒音値が極端に下がることは

なく標準的騒音値であるという回答が得られた｡ しかし３台

の通風機から発せられる騒音は船尾甲板上の騒音値を大きく

している｡

����２ (�) (�) 及び��	
�１.からトロール操業実習中

の主な作業場所はトロールウインチの周囲デッキ上 (�) (�)

(�) (�) (�) (�) (�) であり, その中で最も高い騒音箇所は

トールウインチ後部 (�) の������ (�), 低い箇所で最船尾

(�) の������ (�) である｡ これらの箇所の算術平均騒音は

������ (�) であった｡

前報４)での学生及び乗組員のアンケート調査と今航海９月

��日から��月３日迄の�日間の乗船学生のアンケートによる

と, 船内の高い騒音を感じた箇所として ｢煙突の周囲｣, ｢船

尾甲板上｣, ｢トロールウインチの周囲｣ があり, さらに ｢ト

ロール操業実習中に指示が聞こえない｣, トロール操業実習

中に会話がしにくかった｣, ｢相手の話が聞きとりにくい｣ ま

た ｢航走中の作業で指示が聞こえにくい｣, ｢携帯電話が聞こ

えにくい｣, などがあった｡ 騒音による会話妨害として, 騒

音下における会話について, ���	(�) 以下であれば１�離

れた相手の言葉が分かる文章了解度は���％であるが, それ
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以上の騒音下では判り難いとされている｡ ���� (�) では

���	離れればやや大声の会話となり, �
�� (�) では距離

１	での文章了解度は０％と言われている６,７)｡ 学生のアン

ケートがこれに相当する｡

���２ (�) より, 船尾甲板下の２������の作業場では,

煙突や通風機による騒音の影響がなくなる反面, 機関室の振

動音とプロペラ回転による振動音の影響で騒音値が高くなる｡

���２ (�) の機関室通路 (��) を除く (�
) (��) (��)

(��) (��) では航走中の最も高い箇所は (��) の舵取機室で

������ (�), 低いのは (�
) 作業室の������ (�) である｡

これらの計測箇所５箇所の算術平均騒音値は������ (�) で

ある｡ これらの作業場所での騒音は数値的には極端に大きな

騒音値ではないが常習的に長年このような騒音に曝露さてい

れば聴力損失は正常者と比較したとき差が出るのではないか

と思われる｡

甲板上の作業騒音以外の騒音として甲板部乗組員もトロー

ル実習中やその他の作業で, 魚体整理の為, 作業室への出入

りや, 航海中の船尾舵取機の点検見回り, その他の作業のた

めに, ������� (�) の機関室内の通路 (��) を利用する｡

この通路の保護具なし通過は短時間ではあるがかなり耳に疼

痛を感じる騒音である｡

また船尾舵取機室 (��) の見回りや舵取機室周辺での作業

では, プロペラの回転による, 回転数と翼数の関係の振動と,

プロペラの回転による急激な気泡の生成, 消滅 (キャビテイ

ション) や翼の作るカルマン渦との共鳴で船体が加振される

打撃音が８), プロペラの喫水線近くである関係もあり������

(�) と高い｡ いずれも聴力障害に関与する騒音である｡

高騒音に晒されるのは機関部の乗組員と言う概念があるが,

甲板部乗組員にもトロール操業実習中, 全速航走中の作業な

どの作業環境で�
�� (�) 以上の比較的に騒音値の高い騒

音に曝露される場所が多く見つかった｡

船舶では普段あまり気にしない騒音も測定調査してみると,

比較的高い騒音に曝露される機会の多い職場環境である｡ い

ずれの騒音も��年��年に及ぶ船内生活で連続的, 慣習的に晒

されていれば騒音に関係のない陸上の人と比較した時, 聴力

の低下 (損失) に違いが表れるのではないかと思われる｡

���������	

航海中の各当直交代時の巡視や, 当直中の定期的な巡視の

ための代表的な騒音測定箇所��点を選んで���３ (�) (�)

に, その測定結果を�����２に示した｡

全速航走中は主機関の操縦ハンドル前の前後 (�), (
) で

����
�� (�) と ����
�� (�) であり, 機関室後部の減速

機周辺 (�) では������� (�) である｡ また主機関のターボ

チャージャーの空気吸入側 (�) では, 機関室内で最も高い

����
�� (�) の騒音が発せられている｡ しかし巡視のため

のチャージャー横���	位の地点 (�) では������� (�) で

ある｡ 全速航走中は発電機関は１台のみ運転のためその周辺

(��) は若干騒音値が下がり������� (�) である｡ 機関室巡

視のうち機関制御室 (��) を除いた, 機関室下段及び中段

(シリンダーヘッド付近), 上段の計測箇所�
箇所の算術平均

の騒音値は��
���� (�) であり, 低速機関採用の同型船よ

り高い９)｡ 特に主機付ターボチャージャー周辺は空気の吸入

音の ｢キーン｣ と言う特異な過給気音で騒音値が大きくなり,

機関室内騒音値が高レベルとなる一要因となっている｡ 発電

機関は, 航海の目的により運転台数が違うが, トロール操業
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実習, 海洋観測調査時, 及び入出港の時は電力の需要の関係

で発電機関は２台または３台の運転となる｡ そのため発電機

関周辺 (��) は騒音値が高くなり, ３台の時は１台の時の��

����� (�) から��	�
�� (�) に上がる｡ しかしその時, 主

機関の負荷は軽くなるので主機関周辺の騒音は低くなり,

������ (�) となる｡

��������	
��

機関室の騒音に対し, 聴力保護のための保護具を装着した

ときの保護具の効果について検討を行った｡

日本産業衛生学会では聴力保護のための, 騒音の１日の曝

露時間が断続的に行われる場合には, 騒音の実効休止時間を

除いた曝露時間の合計を, 連続曝露の場合と等価な曝露時間
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とみなしている｡ 聴力保護のための騒音の許容基準を�����

３２) と ���	４２) に示した｡ これらは周波数分析した各周波

数の音圧レベルに対する騒音の許容曝露時間を表している｡

そこで機関室で一番騒音の高い過給機空気吸入側の
��	

��(�) と, 巡視のための過給機の周辺����の


	���(�)

の騒音値, 及び機関室巡視のうち機関制御室を除く
箇所の

算術平均騒音値
�	��� (�) を周波数分析し, 日本産業衛

生学会の聴力保護のための許容基準曲線に重ね合わせて���	

５に実線で示した｡

���	５は縦軸にＡ特性補正バンド音圧レベル (����������

��������  ���!�"��(��)) をとり, 横軸はオクターブ

バンド中心周波数 (#$) である｡

機関室内の騒音は周波数分析の結果, 過給機周辺はいずれ

も
���#$, ����#$, ����#$で�	時間の許容曝露時間をは

るかに越ており, 巡視の為の見回りでも����#$, ����#$で

越えていることから, 聴力保護の立場から極めて危険な騒音

値である｡

このことから保護具を装着する時の保護具は, %&�規格で

聴力保護のための平均遮音量が定められており�����４４)に

示した｡ イヤーマフ保護具 (タイプ－'() を装着したときの

効果は, ���	５の実線で示した分析値から各周波数の%&�規

格の平均遮音量を差し引いた周波数スペクトルで表され���	

５に点線で示した｡ すなわち点線の曲線が保護具装着後の各

周波数の音圧レベルである｡ この音圧レベルが日本産業衛生

学会の聴力保護のための許容基準曲線に接近する曲線のうち,

最も短い曝露時間を許容曝露時間とすることで評価できるこ

とになる｡

また周波数分析した音圧レベル�� (対数尺度) を全部加

えた加算の和が人間の聴覚に補正されて騒音計に騒音レベル

�� (�) で表れており, 次式により求める｡

Ｌ１ Ｌ２・・・Ｌｎ (��) デシベルの和

Ｌ＝
����(
�Ｌ１／
�＋
�Ｌ２／
�・・・＋
�Ｌ�／
�)

Ｌ)デシベルの和 �� (�)

Ｌ１ Ｌ２ Ｌｎ )計測周波数での音圧レベル ��

イヤーマフ保護具を装着した時の保護具の中の各周波数の

音圧レベルを, 人間に感じる騒音レベル�� (�) に換算し
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てみると, それぞれ������ (�) と���	�� (�) と�
����

(�) になる｡

��の加算は��が対数尺度であるため単純ではないが, こ

の加算により防音保護具の耳栓やイヤーマフの効果を推定す

ることができる｡

本船の場合は過給機の空気吸入側の特異な音を除けば周波

数の分析結果から, 機関室見回りその他の作業で, 騒音計で

計測した騒音レベル�� (�) が

���� (�) を越えても保護具を装

着したときの各周波数毎の音圧レベ

ルは日本産業衛生学会の許容基準以

下となり, 聴力障害に影響を与るこ

とが少ないことが分かった｡

��規格による保護具の遮音量は,

聴力保護のための最低限の数値であ

り, 実際に使用している市販の耳栓

やイヤーマフの遮音データは共に

��規格の遮音量よりも遮音量が大

きく性能が良い｡

本船使用のペルターイヤーマフは

各周波数において��規格の遮音量

より５～����多い｡ 従って実際に

はこの点線の曲線より５～����多

く, 遮音効果が上がっているものと思われる｡

日本産業衛生学会による騒音の許容基準は周波数分析を行

うことを原則とするが, 単に騒音計で測定した値を用いる場

合の許容基準を�����５３)に示した｡ すなわち聴力保護の立

場から���� (�) の騒音曝露では８時間, また����� (�)

では��分が許容されている｡

騒音性難聴を起こすことのない騒音レベルの上限は����
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(�) とされており, ��� (国際労働機関) でも騒音の����	


��	��������を���� (�) としている７)｡

機関部の場合は航走中に, 長時間の作業を要することもあ

るが, 過度の騒音曝露は極力さけ, 可能であれば当直中の作

業も, 機関室から騒音をシールドされている機関制御室での

仕事に切り替え裸耳による休息に努める必要があると思われ

る｡

��������	
����	��

�����１に示すように甲板上での騒音は前述の騒音以外に

船体銹落とし作業に電動式動力を使用したスケアリングマシ

ンの騒音がある｡

スケアリングマシンの主な道具は電動ジェットタガネ, 電

動ディスクサンダー及び電動コンクリートハツリ機がある｡

作業では錆の薄いときと厚いときでは道具の発する騒音に若

干の差があるが, ２��ぐらいの銹落とし作業では, 作業者

の耳もとで, ジェットタガネでは������� (�), ディスクサ

ンダーでは������� (�) である｡ 錆の厚さが極端に厚いと

きはコンクリートハツリ機を使用する｡ コンクリートハツリ

機の使用頻度は少くないが������� (�) とかなり大きな騒

音が発生し意外に高い騒音値であった｡

次に甲板部乗組員の船体錆落とし作業中のスケアリングマ

シン３種類の使用騒音の周波数分析スペクトルを���６に実

線で示した｡

電動コンクリートハツリ機は, ���６より���� !, ����

 !, ���� !, ���� !で���時間暴露の許容値をはるかにこ

えており, ジェットタガネ, ディスクサンダーでも���� !,

���� !で���時間暴露の許容値を超ている｡ これらのことか

ら, いずれのスケアリングマシンもイヤーマフ又は耳栓等の

保護具なしでの長時間作業は危険であることを示している｡

そこで保護具をつけた時の保護具の効果について, "#タイ

プのものから通常使用している耳栓"$－１での遮音量で騒

音曝露低減を検証した｡

���６の実線の作業具の発する騒音の周波数分析スペクト

ルから耳栓の%��規格の遮音量を差し引いた保護具の周波数

スペクトルを日本産業衛生学会の聴力保護のための許容基準

曲線と重ね合わせて���６に点線の曲線で示した｡ まず耳栓

を付けた時, 各周波数の音圧レベルを全部加えた��の和,

即ち作業者の耳に直接感じる騒音レベル�� (�) は �������

(�), ���&�� (�) と������ (�) となっている｡ ディスク

サンダーは騒音計による騒音レベルも���� (�) 以下で,

各周波数の分析音圧レベル��も許容基準以下となっている｡

ジェットタガネは騒音レベルは���&, �� (�) ではあるが各

周波数の音圧レベルは許容値以下となり, ジェットタガネ,

ディスクサンダ共に保護具を付けることにより, 各周波数

毎の聴力保護のための許容曝露基準を下回って, 聴力保護

の目的を果たし聴力障害に影響を殆ど与えないことが分かっ

た｡

しかし電動コンクリートハツリ機は日本産業衛生学会の

���時間曝露の許容限度に ���� !, ���� !で越えており耳
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栓では聴力保護が十分補償されず連続した作業には注意を要

する事を示している｡

��� (国際海事機関) の騒音規制では����� (�) 以上の

騒音で, 曝露時間が��分間以下に制限される場合にはイヤー

マフ又は耳栓のみでよい｡ しかし����� (�) から �	���

(�) ではイヤーマフと耳栓の両方を二重に使用することで

許される時々の曝露であると勧告されている５)｡

船体錆落とし作業の場合は連続した騒音曝露の中での作業

ではないが作業時は保護具を着用し, さらに時々耳への休息

を与えながらの作業が必要であると思われる｡ また実際使用

されている市販の耳栓もイヤーマフと同様に
��規格の遮音

量より５～����性能がよく, 検証結果より遮音効果は上がっ

ていると思われる｡ また作業時, 保護具を耳栓からイヤーマ

フに替えることで, 更に検証結果より遮音効果は上がり聴力

保護に役立と思われる｡

甲板部乗組員の船体錆落とし作業もアルミニュウム船にな

れば錆落とし作業がなくなりスケアリングマシンから発する

騒音による影響を受けなくなるのではないかと思われる｡

これらのことから甲板部乗組員の作業現場にも騒音性難聴

の原因となる騒音環境があることが判った｡ また間欠的とは

いえ慣習的にこのような騒音にさらされている場合には聴力

障害の影響が考えられる｡

��������	��
���

機関部乗組員の内, ５人の大学病院での聴力検査結果より,

各人の聴力損失を����６に示し, 経験年数別の聴力損失に

基く聴力線図 (オージオグラム) を����７に実線で示した｡

また年齢的な老人性難聴と比較するために��才から��と��
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才以上の平均的聴力損失５)を����７に点線の曲線で併せて示

した｡ ����７の縦軸は聴力損失を示し, 騒音に曝露されたこ

とのない事務系の正常者の平均最小可聴を０��とし, 被検

査人の最小可聴値が正常者から何��聴力が低下しているか

を表している｡ わが国における臨床医では日常会話に重要と

される���	
, ����	
, ����	
, の語音域の純音聴力損失

の平均値が４分法による評価で����未満を正常耳としてい

る５,７)｡ また�� (国際標準化機構) や欧米でも３分法によ

る評価で����を用いている５,７)｡

４分法, ３分法は次式による４,６)｡

４分法：(ａ＋２ｂ＋ｃ)／４

３分法：(ａ＋ｂ＋ｃ)／３

ａ：���	
, ｂ：����	
, ｃ：����	
で表わされている｡

����７より機関部乗組員Ａは機関部の経験年数約��年, Ｂは

約��年, Ｃは約��年, Ｄは約��年, Ｅは約８年である｡ いず

れも大学病院の防音室を備えた耳鼻咽喉科でのオージオメー

ターによる聴力検査の結果である｡ 病院での気道聴力検査と

骨導聴力検査の結果, 検査判定はＡ, Ｂ, Ｃ, Ｄの４者は

�２の両耳感音性難聴との判定であった｡

(�１：正常者, �２：感音性難聴の疑い有り経過観察, �３：

治療を要する)

データでは左右の耳に聴力の差が若干ある｡ この違いは騒

音を発する作業具の持ち方, 習慣的な異常音の確認姿勢, 及

び工具を使う作業姿勢に関係があることが多い｡ 今回のデー

タは����	
での聴力損失の大きい方の耳を採用した｡ ５人

の内, 経験年数の長いＡ, Ｂ, Ｃ, Ｄ, の４者は経験年数に

応じて����	
を中心とする高音域で聴力の損失が大きく表

れている｡ 特にＡは高音域だけでなく低音域でも聴力損失が

表れている｡ ����	
を中心とする大きな聴力損失は騒音性

難聴の初期的兆候指標と呼ばれ騒音性難聴の典型で�５���

(谷) 型オージオグラムと呼ばれている５,７)｡

(�５���は音楽用語で中央ハの音の５オクターブ上の音で,

����	
に相当する)｡

特に����	
での聴力損失の大きいＡとＢ及びＣは機関部

の経験年数のうち, 本学の練習船での経験は��年, 残りは本

学の練習船以外の機関部経験及び航空機など騒音下の整備作

業期間である｡ 特にＡとＢは本学練習船以外の経験期間では,

機関室には騒音からシールドされた制御室もなく, 聴力保護

具など着用することを知らなかった裸耳での騒音曝露期間で

あった｡ 機関室から離れても過給機の“キーン”と言う音が

耳鳴りとして, 耳に残ることはＣも同様日常的であり, これ

が異常とは思わなかった期間があった｡ これらの期間での障

害が�５���を深くしている要因かと思われる｡

聴力損失の特徴として特に大切な���	
, ����	
, ����

	
の周波数の会話域での聴力損失の程度はＡを除いた他の

４者は����以下で正常であるように思われる｡ しかし高音

域を中心とする����	
での聴力損失はＡ, Ｂ, Ｃ, Ｄはそ

れぞれ����, ����, ����, ����と聴力損失が他の周波数

より極端に大きく顕著である｡ さらに高音域の����	
でも

����	
ほどではないが, Ａ, Ｂ及びＣは会話域の���	
,

����	
, ����	
の低音域と比較すると聴力の損失が大きく

表れている｡

騒音性難聴はまず����	
あるいはその周辺の周波数に限っ

た聴力低下が出現するが, その後騒音に暴露される期間が長

くなるにつれて ����	
よりも高い周波数に聴力損失が進

行する｡ さらにこれが進むと中高音, 低高音へと聴力損失が

進展する５)｡ そこで�５���の深いＡ, Ｂ, Ｃ, Ｄの４分法に

よる���	
, ����	
, ����	
の会話域の聴力損失の平均値

を調べてみた｡ Ａは������, Ｂは������, Ｃは������, 及

びＤは������であった｡ ����未満を正常耳とみなして, Ａ

とＢは３分法, ４分法による平均聴力損失がともに����以

上である｡ ＣとＤは����未満の正常の範囲内であった｡ Ｃ

とＤは会話に聞き取りにくさは感じていないということであ

る｡ 一方Ｂは若干聞き取りにくさを感じるということであ

る｡ 四分法による会話域での純音の平均聴力損失値は正常で

あっても, ＣとＤのように�５���といわれる����	
での高音

域の聴力の落ち込みが顕著である場合は, 騒音性難聴の前

ぶれとみてさしつかえないと言われている｡ 騒音性難聴の兆

候が出ると, 騒音の中での会話がし難くなると言われてい

る６,７)｡

Ａは音声は聞こえているが会話が正確に聴取しにくさを感

じている｡ 特に機関制御室の������ (�) の騒音中の会話の

聴取がし難く感じている｡ 高度の感音性難聴の場合は, 骨を

伝わって聞こえる伝音性難聴と違い, 音を適当に大きくすれ

ば分かる言葉が逆に大き過ぎると明瞭度が悪化してくる｡ そ

のため補聴器の効果が余り望めなくなると言われている４)｡

永久的聴力損失���(��������  !��"!#$�"!�% ) を起

こすことのない騒音レベルの上限は���� (�) とされてい

る４)｡ 検査では“ブーン”と言う低音, そして����	
は無

線室の“トン・ツー・トンツー”の通信音, ����	
は“キー

ン”と言う機関室の特異な音, また����	
はさらに“キュー

ン”と言う高音である｡

そこで年齢的な老人性難聴と比較するため点線の曲線と比

較してみると, 老人性難聴の場合は, 年齢の増加と共に高音

域から聴力が次第に低下する｡ この現象は��才頃から始まる

ことが知られている５)｡ 騒音性難聴による聴力低下の場合は

����	
に限られ, 高音の����	
で回復するのが老人性難聴

との違いである｡ しかし騒音性の難聴も騒音に曝露される期

間がさらに長くなると高音の����	
や会話域の���～����

	
までおよび, 会話に不便を感じることを自覚するように

なってくる言われている５,６)｡

次に比較的経験年数の浅い８年のＥの聴力線図を見ると,

Ｅはオージオグラムからは騒音性難聴による聴力損失の徴候

はまだ見受けられない｡ 大学病院での判定も�３の正常範囲

であった｡ Ｅに関してはデータに少しは兆候が表れているの

ではないか関心があった｡ しかし聴力損失に変化がなく, 難

聴問題の関心と習慣的な聴力保護具の着用が功を奏している

ものと思われる｡

永久的聴力損失 (���) は治療による治癒 (回復) は望め

なく不可能である��)｡

耳栓やイヤーマフでの聴力保護や作業環境の改善または騒

音暴露の時間を極力短くするなどし, 耳への休息を与えるな
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ど聴力保護に努めなければならない｡

����������	
���

������で聴力損失の大きかった機関部乗組員４人の, 保

健管理センターによる聴力検診の始まった��年前の聴力損失

を���	
７に示し, 聴力損失にもとずくオージオグラムを

���８に示した｡

この時のＡ, Ｂ, Ｃ及びＤの経験年数はそれぞれ約��年,

約��年, 約��年, 及び��年である｡ オージオグラムではＡと

Ｂはすでに��年前には騒音性難聴の兆候である�５���の様相

を示し病院での判定も�２両耳感音性難聴であった｡ しかし

Ｃ, とＤは当時は������の落ち込みが少なく�３正常範囲の

判定であった｡

この年 (����年) の������での聴力の損失はＡは����,

Ｂは����でＣは����, Ｄは����である｡ これを現在 (����

年) のオージオグラム���６と比較すると, 聴力の損失は��

年間でＡとＢが, さらに����進行しＣとＤも����進行して

いた｡

��年前はＣとＤは極端な�５���ではないが, この期間まで

に騒音性難聴になる要素が蓄積され, 経験年数の増加ととも

に�５���も深くなってきたものと思われる｡ ＡとＢも検診の

始まった��年前は会話域の�����, ������, ������の聴力

損失は殆ど検査の誤差範囲の正常範囲に近いものであった｡

しかしＡは現在では低音域まで聴力の損失が進んでいる｡ こ

れらはいわゆる騒音性難聴といわれ, 騒音に慢性的に暴露さ

れているうちに次第に進行してくる難聴である｡ 本船の機関

室の騒音は周波数分析によると, 音圧レベルが一番高いのは

������, 次いで������である｡ しかし�３���, �４���型に

ならずに�５���になるのは何故か, また���規格の保護具の

遮音量が他の周波数は約��～����なのに������が����と極

端に多く遮音規定してあるのは何故かなど詳しいことは専門

分野の判断に委ねたい｡
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一般的に, 船舶においては高い騒音に晒されるのは機関部

の乗組員という概念があった｡ しかし実際には甲板上での日

常的な生活や作業中にも機関部以外の人でもかなり騒音に晒

されていることが明らかになった｡

調査の結果, 聴力障害に影響されると言われる���� (�)

以上の騒音箇所が多くあった｡ 特に全速航走中の甲板上での

作業やトロール操業実習中の作業は���� (�) を越える騒

音箇所が多くあった｡ また甲板部乗組員による船体銹落とし

作業などスケアリングマシンからの騒音も許容基準を越えて

いた｡

スケアリングマシンの道具のうち電動コンクリートハツリ

機から発する騒音は, 聴力保護具のイヤーマフだけでは十分

補償されないことがわかり��� (国際海事機関) の推奨す

る耳栓とイヤーマフを二重に装着しての作業が必要となるこ

とが分かった｡

ジェットタガネとディスクサンダーからの騒音は聴力保護

具を装着すれば許容基準以下になり聴力保護を出来ることも

分かった｡

本船の機関室では一番高い騒音レベルは主機のターボチャー

ジャー辺りで	
������となり機関室平均では	���
�� (�)

であり, 過酷な騒音環境である｡

機関室の騒音を周波数分析した, 各周波数の音圧レベルか

ら��規格のイヤーマフの遮音量を差し引いた音圧レベルは,

ターボチャージャーの特異な一部の音を除けば巡視のための

見回りで曝露される騒音は日本産業衛生学会の騒音曝露許容

基準以下であった｡ イヤーマフを装着した時, 人に感ずる騒

音レベル即ち騒音計に表れる��の和は���� (�) を超えて

いるが, 周波数分析した各周波数の音圧レベルは許容値内に

あり保護具を着用することで聴力保護出来ることが明らかに

なった｡ 本船使用の市販の保護具は, データでは遮音量が

��規格より大きいので検証結果より更に遮音効果が上がっ

ているものと思われる｡

機関部乗組員の聴力検査のオージオグラムを機関部として

の経験年数別に比較調査した結果, 経験年数��年以上の人に

騒音性難聴の初期的兆候と言われる������での聴力損失の

大きい, �５���型感音性難聴が表れていた｡ また経験年数

が多くなるほど聴力損失が大きく�５���が深くなっていた｡

検診の始まった	�年前と比較すると, 当時すでに２人が�２

の両耳感音性難聴の診断であったが, 現在は４人が�２の両

耳感音性難聴になっていた｡

経験年数８年の乗組員にはまだ聴力損失の兆候はみられな

かった｡ 騒音性難聴になれば治療によっても治癒することは

出来ないことを念頭において, 適度な耳への休息を与えるこ

とを心掛ける必要がある｡

今回の調査を通じて船舶は比較的高い騒音に暴露される機

会の多い職場環境であると再認識した｡

� �

今回の報告にあたり, 乗組員の聴力検査のデータを快く提

供していただき助言を頂いた長崎大学保健管理センターの石

井教授に深謝します｡

また長期にわたり, 数次の実験に協力を頂いた長崎丸乗組

員及び学生の各位に謝意を表します｡
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